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令和７年度上半期定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 199 条第 4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第

9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

この監査の結果に基づき、措置を講じたものについては、同条第 14項の規定

により、報告してください。



令和７年度上半期定期監査報告書

第１ 監査対象期間

令和７年４月１日から令和７年９月３０日まで

第２ 監査の実施日

令和７年１１月１３日、１４日

第３ 監査の対象

一般会計、特別会計、基金、一時借入金

水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計

第４ 監査実施項目

・各会計上半期の予算執行状況について

・各会計歳入・歳出伝票の確認について

・公金の収納状況について

・基金及び借入金の残高確認について

・上半期の入札結果について

・工事進捗状況について

・令和６年度決算審査意見書中、審査の意見に係る取り組み状況

について

・その他

第５ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正

確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合

理化に努めているか。

第６ 監査の方法

令和７年度上半期定期監査は、提出された各会計収支計算書、上半期収

入・支出状況、公金の収納状況、各基金運用状況、工事進捗状況及びその

他の資料のうち、抽出した一部の資料を主な資料とし、担当職員から状況

等を聴取して監査を行った。

また、例月出納検査で指摘したエルデホールでの現金の取扱いについて、

現地において実査を行った。



第７ 監査の結果

福崎町監査基準に基づき監査した限りにおいて、財務に関する事務の執

行及び経営に係る事業の管理は、概ね適正かつ効率的に行われているもの

と認められた。一部改善及び検討を要する事項が見受けられたが、軽微な

ものについては監査の過程で指摘したので本報告では省略している。

エルデホールにおける施設使用及びチケット販売に伴う現金の取扱いに

ついては、収納した現金の指定金融機関等への速やかな払込みでは一定改

善が見られるものの、窓口等での現金の収受から現金取扱簿等の作成・整

理、複数職員による確認、払込みに至る一連の処理手順において未だ改善

すべき点が見られることから、できる限り速やかに適正な管理方法を確立

されたい。

町財政は、今後とも非常に厳しい状況が続くと見込まれることから、下

半期においても歳入歳出の両面から引き続き財政状況の改善に取り組まれ

るとともに、新たな行政改革方針や方策の策定、来年度予算編成過程での

具体化に全力で取り組まれたい。


